
第77回十日町雪まつり　おまつりひろば補助金交付基準 

（裏面あり） 

 項　目 内　容

 １　目的 　飲食の提供にとどまらず、雪の芸術作品及び雪と触れ合う場の

設置、イベントの実施等によって、おまつりひろば等の内容を充

実させ、もって来場者の満足度の向上を図ることを目的とする。

 ２　補助対象者 ・次の（1）～（3）の条件を全て満たす「おまつりひろば」。 

　※拠点ひろばは（4）も必須とする。 

　(1)　雪像（雪の芸術展参加作品）があること。 

　(2)　雪のすべり台（スノーチュービング）等の来訪者が雪と触

れ合う場があること。 

　(3)　イベント（ステージショー、もちつき大会等）があること。 

　(4)　トイレがあること。 

・上記（1）と（2）のどちらかの機能及び来訪者の休憩スペースを 

備えたひろばは「いっぷくひろば」として「おまつりひろば」の 

半額を補助する。

 ３　補助項目及

び補助金額

　次のとおり 

 項　目 補助金額

 Ａ　開設補助 21日(土)22日(日)両日開催の場合 

・おまつりひろば補助：６万円 

・いっぷくひろば補助：３万円 

 

21日(土)22日(日)単日開催の場合 

・おまつりひろば補助：５万円 

・いっぷくひろば補助：2.5万円

 Ｂ　拠点ひろば枠 ・主要駅からのアクセス、規模及び設備、

実施内容等を総合的に判断し、実行委

員会が雪まつりの拠点と認めるひろば

に補助金を増額

 Ｃ　雪の芸術作品

設置補助

・芸術部門　１作品当たり３万円 

・特別部門　　　〃　　　１万円 

・学童部門　　　〃　　　５千円



【具体例】 

　設置される雪の芸術作品が芸術部門１作品のおまつりひろばに対する補助金額 

 

例１) 21日(土)、22日(日)両日開催の場合 

 

例２) 21日(土)、22日(日)どちらか単日開催の場合 
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